
 

 

令和 ８年 １月 ５日 

お客さま各位 

西中国信用金庫 

 
「当座勘定規定（一般用）」の一部改正について 

 

平素は 格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。 

当金庫では、令和８年３月３１日（火）をもって、手形・小切手の発行受付を終了すること 

から、下記のとおり当座勘定規定を一部改正させていただきます。 

なお、改正後の規定は、本改正前よりお取引をいただいているお客さまにも適用させていた 

だきますので、予めご了承ください。 

記 

 １．改正する規定  

   当座勘定規定（一般用）  

 ２．改正日  

令和８年４月１日（水）  

 ３．改正個所     

改 正 後 改 正 前 

第７条（手形、小切手等の支払） 

(１)  

 ～ （省 略） 

(２)  

(３)当座勘定の払戻しは、次のいずれかの方法

で行ってください。 

Ａ 届出または登録の印章により、当金庫所

定の払戻請求書に記名押印して提出する

方法。 

Ｂ 小切手を使用する方法。 

(４)前項の払戻しに払戻請求書を使用する場合

には、当該当座勘定の払戻しを受けること

について正当な権限を有することを確認す

るための本人確認等の手続きを求めること

があります。 

 

 

この場合、当金庫が必要と認めるときは、

この確認ができるまでは払戻しを行わない

ことがあります。 

 

第７条（手形、小切手等の支払） 

(１)  

 ～ （省 略） 

(２)  

(３)当座勘定の払戻しの場合には、小切手ま

たは当金庫所定の払戻請求書を使用して

ください。 

 

 

 

(４)前項の払戻しに払戻請求書を使用する場

合は、届出の印章により記名押印のう

え、当座勘定の口座番号が確認できる資

料とともに提出してください。 

  また、払戻し際して、当金庫所定の本人

確認書類の提示等を求めることがありま

す。 

  求められた本人確認書類の提示等がない

場合には、取引を行うことはできませ

ん。 

 

 

 

 



 

 

改 正 後 改 正 前 

第８条（手形、小切手用紙等） 

(１)  

 ～ （省 略） 

(４)  

(５)払戻請求書の交付請求があった場合には、

必要と認められる枚数を交付します。 

 

(６) 

 ～ （省 略） 

(７)  

第８条（手形、小切手用紙） 

(１)  

 ～ （省 略） 

(４)  

(５)手形用紙、小切手用紙の請求があった場

合には、必要と認められる枚数を実費で

交付します。 

(６) 

 ～ （省 略） 

(７) 

第 13 条（支払保証） 

小切手の支払保証はしません。 

 

               （削 除） 

第 13 条（支払保証に代わる取扱い） 

小切手の支払保証はしません。 

ただし、その請求があるときは、当金庫

は自己宛小切手を交付し、その金額を当座

勘定から引落します。 

 

第 17 条（印鑑照合等） 

(１)手形、小切手、払戻請求書または諸届け書

類に使用された印影または署名(電磁的記

録により当金庫に画像として送信されるも

のを含みます。)を、届出の印鑑と相当の

注意をもって照合し、相違ないものと認め

て取扱いましたうえは、その手形、小切

手、払戻請求書、諸届け書類につき、偽

造、変造その他の事故があっても、そのた

めに生じた損害については、当金庫は責任

を負いません。 

 

(２)  

 ～ （省 略） 

(３) 

 

第 17 条（印鑑照合等） 

(１)手形、小切手、払戻請求書または諸届け

書類に使用された印影または署名(電磁的

記録により当金庫に画像として送信され

るものを含みます。)を、届出の印鑑（ま

たは署名鑑）と相当の注意をもって照合

し、相違ないものと認めて取扱いました

うえは、その手形、小切手、払戻請求

書、諸届け書類につき、偽造、変造その

他の事故があっても、そのために生じた

損害については、当金庫は責任を負いま

せん。 

(２)  

 ～ （省 略） 

(３) 

 

以 上 

 

 

 

 

 

  

 


